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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和3年1月7日(2021.1.7)

【公開番号】特開2019-96994(P2019-96994A)
【公開日】令和1年6月20日(2019.6.20)
【年通号数】公開・登録公報2019-023
【出願番号】特願2017-223660(P2017-223660)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   1/00     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/38     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ    1/00     　　　Ｃ
   Ｂ４１Ｊ   29/38     　　　Ｚ
   Ｂ４１Ｊ   29/42     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】令和2年11月17日(2020.11.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルと、
　前記タッチパネルへのタッチ操作のログを記憶する第１の記憶手段と、
　ソフトウェアに対する指示に対応しない第１のタッチ操作に続けて前記ソフトウェアに
対する指示に対応する第２のタッチ操作を受け付けたことに従って、前記第１のタッチ操
作および前記第２のタッチ操作に紐づけて前記指示に対応するログを記憶する第２の記憶
手段と、を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１のタッチ操作を受け付けた場合に、前記第１のタッチ操作のログを生成する生
成手段をさらに有し、
　前記第１の記憶手段は、前記第１のタッチ操作を受け付けた場合に、前記第１のタッチ
操作のログを記憶することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記第２のタッチ操作を受け付けた場合に、前記第２のタッチ操作の
ログを生成し、
　前記第２の記憶手段は、前記第２のタッチ操作を受け付けた場合に、前記第１のタッチ
操作および前記第２のタッチ操作に紐づけて前記指示に対応するログを記憶することを特
徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記第１のタッチ操作に続けて前記第２のタッチ操作を受け付けたことに従って、前記
第１のタッチ操作と前記第２のタッチ操作とに基づいて、前記第１のタッチ操作と前記第
２のタッチ操作とに対応した指示内容を特定する指示特定手段をさらに有し、
　前記第２の記憶手段は、前記指示特定手段により前記指示内容が特定された場合に、前
記指示特定手段により特定された前記指示内容と、前記第１のタッチ操作のログと、前記
第２のタッチ操作のログと、を対応付けて記憶することを特徴とする請求項１乃至３の何
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れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　ユーザーを認証する認証手段をさらに有し、
　前記第２の記憶手段は、前記指示内容に対応付けて、さらに、前記認証手段により認証
されたユーザーの識別情報を記憶することを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記第２のタッチ操作に対応して表示された表示画面を特定する画面特定手段をさらに
有し、
　前記第２の記憶手段は、前記第２のタッチ操作のログに対応付けて、さらに、前記画面
特定手段により特定された前記表示画面の識別情報を記憶することを特徴とする請求項４
または５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　ハードウェアキーと、
　前記ハードウェアキーのキー操作のログを記憶する第１の記憶手段と、
　ソフトウェアに対する指示に対応しない第１のキー操作に続けてソフトウェアに対する
指示に対応する第２のキー操作を受け付けたことに従って、前記第１のキー操作および前
記第２のキー操作に紐づけて前記指示に対応するログを記憶する第２の記憶手段と、を有
することを特徴とする情報処理装置。
【請求項８】
　前記第１のキー操作を受け付けた場合に、前記第１のキー操作のログを生成する生成手
段をさらに有し、
　前記第１の記憶手段は、前記第１のキー操作を受け付けた場合に、前記第１のキー操作
のログを記憶することを特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記生成手段は、前記第２のキー操作を受け付けた場合に、前記第２のキー操作のログ
を生成し、
　前記第２の記憶手段は、前記第２のキー操作を受け付けた場合に、前記第１のキー操作
および前記第２のキー操作に紐づけて前記指示に対応するログを記憶することを特徴とす
る請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記第１のキー操作に続けて前記第２のキー操作を受け付けたことに従って、前記第１
のキー操作と前記第２のキー操作とに基づいて、前記第１のキー操作と前記第２のキー操
作とに対応した指示内容を特定する指示特定手段をさらに有し、
　前記第２の記憶手段は、前記指示特定手段により前記指示内容が特定された場合に、前
記指示特定手段により特定された前記指示内容と、前記第１のキー操作のログと、前記第
２のキー操作のログと、を対応付けて記憶することを特徴とする請求項７乃至９の何れか
１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　ユーザーを認証する認証手段をさらに有し、
　前記第２の記憶手段は、前記指示内容に対応付けて、さらに、前記認証手段により認証
されたユーザーの識別情報を記憶することを特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置
。
【請求項１２】
　前記第２のキー操作に対応して表示された表示画面を特定する画面特定手段をさらに有
し、
　前記第２の記憶手段は、前記第２のキー操作のログに対応付けて、さらに、前記画面特
定手段により特定された前記表示画面の識別情報を記憶することを特徴とする請求項１０
または１１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　タッチパネルを有する情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
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　前記タッチパネルへのタッチ操作のログを記憶する第１の記憶ステップと、
　ソフトウェアに対する指示に対応しない第１のタッチ操作に続けて前記ソフトウェアに
対する指示に対応する第２のタッチ操作を受け付けたことに従って、前記第１のタッチ操
作および前記第２のタッチ操作に紐づけて前記指示に対応するログを記憶する第２の記憶
ステップと、を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項１４】
　ハードウェアキーを有する情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
　前記ハードウェアキーのキー操作のログを記憶する第１の記憶ステップと、
　ソフトウェアに対する指示に対応しない第１のキー操作に続けてソフトウェアに対する
指示に対応する第２のキー操作を受け付けたことに従って、前記第１のキー操作および前
記第２のキー操作に紐づけて前記指示に対応するログを記憶する第２の記憶ステップと、
を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項１５】
　タッチパネルへのタッチ操作のログを記憶する第１の記憶ステップと、
　ソフトウェアに対する指示に対応しない第１のタッチ操作に続けて前記ソフトウェアに
対する指示に対応する第２のタッチ操作を受け付けたことに従って、前記第１のタッチ操
作および前記第２のタッチ操作に紐づけて前記指示に対応するログを記憶する第２の記憶
ステップと、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１６】
　ハードウェアキーのキー操作のログを記憶する第１の記憶ステップと、
　ソフトウェアに対する指示に対応しない第１のキー操作に続けてソフトウェアに対する
指示に対応する第２のキー操作を受け付けたことに従って、前記第１のキー操作および前
記第２のキー操作に紐づけて前記指示に対応するログを記憶する第２の記憶ステップと、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　そこで、本発明は、情報処理装置であって、タッチパネルと、前記タッチパネルへのタ
ッチ操作のログを記憶する第１の記憶手段と、ソフトウェアに対する指示に対応しない第
１のタッチ操作に続けて前記ソフトウェアに対する指示に対応する第２のタッチ操作を受
け付けたことに従って、前記第１のタッチ操作および前記第２のタッチ操作に紐づけて前
記指示に対応するログを記憶する第２の記憶手段と、を有することを特徴とする。
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